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文化審議会 第2期文化施設部会 

博物館ワーキンググループ（第5回） 

 

開催日：令和７年８月19日（火）10:00 ～ 12:00 

場 所：文化庁 ２階 文化庁第２会議室 

議 題：１．博物館の望ましい基準について 

２．その他 

委 員：松田委員（座長）、半田委員（座長代理）（オンライン）、 

佐藤委員、杉山委員（オンライン）、田中委員、松本委員（オンライン）、 

御手洗委員、山崎委員（オンライン）、 

文化庁：桐生課長、荒川補佐、中尾博物館支援調査官、山口建築資料調査官、渡邊係員 

 

 

【事務局（荒川）】  それでは、定刻となりましたので、ただいまより令和7年度文化審

議会第2期文化施設部会博物館ワーキンググループ第5回を開催いたします。進行を担当し

ます、文化庁企画調整課の荒川です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の部会は、松田委員、佐藤委員、田中委員、御手洗委員が現地で御参加されており

ます。半田委員、杉山委員、松本委員、山崎委員がオンラインで御参加されております。

また、本日は、大原委員、佐々木委員、横山委員が御欠席となっております。なお、半田

委員と山崎委員が途中で御退室される御予定でございます。 

 では、本日、資料を机上に御用意しておりますので、不備不足がないか、御確認をお願

いいたします。議事次第が1枚ございまして、続いて資料の1と2をお配りしております。ま

た、法令関係の資料をファイルとじで御用意しているところです。もし不備がございまし

たら、事務局まで挙手にてお知らせいただければ幸いです。 

 また、オンラインの皆様におかれましては、事前にメールにてPDFを御提供させていただ

いております。オンラインでの注意事項につきましては、メールで御案内しておりますの

で、割愛させていただきます。 

 それでは、ここからの議事進行を松田座長にお願いできればと存じます。松田座長、よ

ろしくお願いいたします。 

【松田座長】  皆さん、おはようございます。それでは、議事に移っていきます。 
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 このワーキンググループでは、これまで5回にわたって博物館の設置及び運営上の望ま

しい基準について検討してまいりました。本日は、ワーキンググループとして最終案を取

りまとめたいと考えております。 

 この案ですが、9月2日に予定されているこのワーキンググループの親委員会といいまし

ょうか、文化施設部会にて報告する予定です。もし本日中にワーキンググループにて案文

の合意が得られない場合には、恐れ入りますが、座長預かりとして御一任いただけました

ら幸いです。 

 それでは、議題1「博物館の望ましい基準について」に関して、事務局より説明を受けた

後、皆様方から御意見をいただきます。御説明を事務局よりお願いいたします。 

【事務局（荒川）】  本日は、議題1について、資料1と2を御用意しております。資料1は、

「博物館の望ましい基準」について、これまで使ってまいりましたパワーポイントのフォ

ーマットでお示ししたものです。資料2は、同じ内容を新旧対照表の白黒の形でお示しした

ものです。資料1につきましては、今回は章を分けずに、改正案を条文の順番に並べており

ます。前回お示しした案から修正のあった部分を、前回同様、黄色着色、青字にしており

ますので、その部分について御説明させていただき、その後、全体について委員の皆様か

ら御意見をいただければと存じますが、いかがでしょうか。 

【松田座長】  では、大丈夫ですので、お願いいたします。 

【事務局（荒川）】  それでは、資料1を御覧いただければと存じます。これまでいただ

いた御意見で、反映させていただいたもの、反映が難しかったものとそれぞれあるんです

けれども、順番に御説明させていただければと存じます。 

 まずは4ページ目を御覧いただければと存じます。改正案の第二条の設置者の「努めるも

のとする」という語尾の部分に関しまして、語尾を言い切りの形にできないかという御質

問をいただいておりました。こちらについて改めて検討させていただいたんですけれども、

語尾を言い切りの形にしたとしても、望ましい基準自体には法的な拘束力はありませんの

で、そういった表現で法的な拘束力はないものでありながら言い切りの形にするというこ

とも可能ではございます。ただ、そうしますと、それ以降、「博物館は何々について努める

ものとする」という形で、博物館に関しては語尾がまた違う表現となった場合には、全体

を通しての整合性を取ることは難しいのではないかと、設置者と博物館とで本質的に違う

部分がないのであれば、語尾については統一するほうが適切ではないかと考えているとこ

ろです。 
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 続きまして、6ページ目を御覧いただければと存じます。こちらは、第三条の技術的な修

正です。基本的運営方針が第三条で初出となりましたので、定義についてここで記載して

おります。 

 続いて、7ページ目は、同じ事柄で、第四条が2回目に出てくる基本的運営方針となりま

すので、定義の部分を削除しております。 

 続きまして、13ページを御覧いただければと存じます。13ページ目は、資料の収集、保

管等に関する条になっているんですけれども、前回御検討いただいた施設・設備のところ

で、IPMの重要性について御指摘をいただいたところです。施設・設備のところにも虫菌害

について触れているところなんですが、資料の収集、保管に当たっても予防措置が重要で

あるということから、第六条の第7項ということで、新たに記載を追加しております。来歴

や展示の実績等の記録というところを先に持ってまいりまして、「博物館は、その所蔵する

博物館資料の適切な管理のため、その来歴や展示の実績等を記録するとともに、環境の変

化や虫菌害等による劣化やき損に対する予防措置、博物館資料の定期的な点検、補修及び

更新等の適切な実施に努めるものとする」という案文を御用意してまいりました。 

 では続きまして、第8項になりますけれども、こちらは「他の博物館等との目録の共有や

連携に努めるものとする」という記載がございましたが、この表現が目録自体を共有した

り連携したりするように読めてしまうということから、目録を連携するのではなく、博物

館との連携だということを明示するために、順番を入れ替えております。 

 続きまして、18ページを御覧いただければと存じます。18ページ目、改正案の第九条の

「学習機会の提供及び創造的活動への支援」の部分になりますが、「博物館資料の調査又は

整理」の部分に関しまして、重要文化財などを扱うケースもあり、限定的な表現を追記で

きないかという御指摘を前回いただいておりました。検討させていただいたんですけれど

も、こちらで記載しております博物館資料という用語が、この望ましい基準では複製や模

型についても含む概念となっております。こういったものも活用いただいて、できるだけ

こうした機会を提供いただくことが望ましいと考えられますので、あまり抑制的な書き方

はなじまないのではないかと考えているところです。また、資料の種別によって、例えば

生き物なども博物館資料に含まれ得るところですけれども、留意事項はそれぞれ変わって

くるところかと思いますが、それについて一つ一つ規定することは難しいので、こちらは

このままでお願いできればと考えております。 

 続きまして、26ページの改正案の第十五条、人材の養成及び研修の部分でございます。
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こちらは、ワーキンググループ後に御質問と御提案をいただきまして、案文を再整理させ

ていただきました。こちらは、これまで「都道府県及び市町村の教育委員会並びに博物館

は」という形で、3つの主体が行う研修について第1項で規定してきていたんですけれども、

もともとの博物館法に記載がある部分が、都道府県の教育委員会と国の研修の責務と、博

物館の事業としての研修というのがそれぞれ分かれておりますので、その趣旨を踏まえて、

第1項については、都道府県及びその上乗せとしての市町村の教育委員会の行う人材の養

成及び研修、第2項については、博物館が主にその館内の職員に対して行う研修という形で、

それぞれすみ分けを行っております。ですので、第十五条第1項からは博物館に関する部分

を削除いたしまして、「都道府県及び市町村の教育委員会は、域内の博物館の振興に向け、

博物館の館長、学芸員その他の職員の能力及び資質の向上を図るために、人材の養成及び

研修の実施に努めるものとする」としております。 

 第2項につきましては、「博物館は、その職員が様々な業務を行うことを考慮し、人材の

養成及び研修を実施するとともに、国、都道府県若しくは市町村の教育委員会又は博物館

が主催する研修その他必要な研修、他の博物館の職員との知見や技術の共有に資する博物

館相互の交流、学会や現地調査その他の調査研究活動等にその職員を参加させるよう努め

るものとする」という形で整理をさせていただきました。こちらにつきまして、都道府県

や市町村の教育委員会だけでなく、知事部局が研修を行うこともあるのではないか、また、

業界団体といいますか、任意団体が提供する研修などもあるのではないかという御指摘を

いただきました。 

 第十五条の第1項につきましては、こちらは博物館法において教育委員会が研修を行う

ものとされておりまして、本事務については、教育委員会から知事部局に移管することの

できない業務となっております。その意味で、第1項に都道府県も読み込むというのはふさ

わしくないのではないかと考えております。 

 また、博物館の協議会とか民間団体などの行う研修につきましては、こういった団体に

ついての規定が博物館法にも望ましい基準にも現状ないところです。ですので、そういっ

た団体の定義をすることが困難なので、この第2項の中で、「国、都道府県若しくは市町村

の教育委員会又は博物館が主催する研修その他必要な研修」という形で、どの主体が実施

するかは限定せずに、必要な研修というところで読み込みたいと考えております。また、

そういった連携協議会のような活動に関しては、続いての「他の博物館の職員との知見や

技術の共有に資する博物館相互の交流」の部分でも読み込むことができるのではないかと
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考えております。 

 また、第十五条の第4項につきまして、前回のワーキンググループでの御指摘を踏まえ

て、「博物館は、大学等と連携し」という表現を追記しているところです。 

 続きまして、27ページを御覧いただければと存じます。27ページは、改正案第十六条、

施設及び設備の部分になりますが、第1項につきまして、前回の御指摘を踏まえて、これま

での第1項とほぼ同じものをお入れしております。1か所、防虫害としていたところにつき

まして、前回のIPMの議論の中でカビの被害というのも言及がありましたので、防虫菌害と

いう表現にさせていただいております。 

 先ほどのところは第1項第一号の記載になりますけれども、第三号につきまして、交流施

設や自習施設という言い方ですと、何か箱物を用意しないといけないような印象を与えて

しまうという御指摘がありましたので、ここも表現を整理させていただき、「地域住民等が

日常的に博物館に来館するよう、交流や情報交換、自習等を行うために必要な施設及び設

備」という表現に修正しております。 

 続きまして、28ページを御覧いただければと存じます。続きとなりますけれども、第四

号につきまして、これまで休憩施設やカフェ、レストランという形で記載していた部分に

ついて、表現の御提案をいただきまして、「休憩のための椅子や、物品販売施設、飲食施設

等、来館者が博物館での鑑賞及び利用体験を充実するために必要な施設及び設備」という

表現ではいかがかと考えております。 

 また、第七号につきまして、こちらは「災害時に来館者及び職員の安全を確保し、資料

を保全するために必要な施設及び設備」という号を追加しております。こちらは、改正案

第十七条の危機管理のところで出てくる表現になっているんですけれども、文字どおり、

施設・設備に関する記載でしたので、こちらの第十六条に移動させるのが適切ではないか

と考えております。 

 また、第十六条の第3項につきまして、施設の共用や相互利用などがこれからの社会の変

化に応じて必要ではないかという御提案をいただきまして、「博物館は、他の博物館、社会

教育施設及び文化施設その他これらに類する施設等と連携し、施設及び設備の共用や相互

利用を図るなど、必要な施設及び設備を実情に応じて確保するよう努めるものとする」と

いう項を追加しております。 

 続きまして、29ページを御覧いただければと存じます。第十七条の危機管理等になりま

す。こちらは、前回、博物館における犯罪行為などもあり得るということで、「事故、破壊、
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盗難、災害、感染症のまん延」という形で破壊について記載を追記させていただきました。 

 また、これまで当該博物館の立地や館種に触れていたんですけれども、資料の特性とい

うのも考慮すべきであるということで、「当該博物館の資料や立地、館種等」に改めており

ます。 

 また、第2項におきまして、インターネットを通じた情報の漏洩の防止と情報の保全につ

いて規定を追加しております。「博物館は、インターネットを通じた情報の漏洩を防止する

とともに、デジタルアーカイブを含む電磁的記録の作成及び公開、目録の共有、外部サー

バの活用等による情報の保全に努めるものとする」という表現で追記をさせていただいて

おります。 

 続きまして、30ページを御覧いただければと存じます。第3項の部分について、先ほど第

十七条に移動させた部分は削除させていただき、事故や災害等が発生した場合は、「速やか

な避難誘導を行うとともに」という部分を追記しております。 

 前回から御指摘をいただいて修正した部分は以上となります。 

【松田座長】  御説明ありがとうございました。前回からの修正部分、また修正を検討

したが、修正を行うに至らなかった点についての御説明でしたが、ただいま御説明いただ

いた事柄について、委員の皆様から御質問や御意見があればお願いいたします。 

 私から1点お尋ねしたいことがありまして、29ページの一番下、すなわち第十七条の第2

項です。これは、「情報の漏洩を防止する」となっていて、その後に「外部サーバの活用等」

と出てくるんですが、何となく「外部サーバの活用」と「情報漏洩の防止」というのが結

びつかなかったんですけれども、ここはどうなっていますか。自前のサーバに入れておい

たほうが情報は漏洩しなさそうな印象を受けるんですけれども、何か説明があればお願い

いたします。 

【中尾博物館支援調査官】  事務局、中尾です。この文章は、「インターネットを通じた

情報の漏洩を防止するとともに」という部分で一度切れています。その上で、「デジタルア

ーカイブを含む電磁的記録の作成及び公開、目録の共有、外部サーバの活用等による情報

の保全に努めるものとする」という後ろにかかっている文章になっていまして、内部でオ

ンプレミスでサーバを置く場合もあるんですけれども、そうなりますと、もし博物館が被

災した場合に、そのサーバごと被害を受けてしまうという部分もありますので、情報保全

のために「外部サーバの活用」というのを入れたところでございます。 

【松田座長】  今ので納得いたしました。 
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 では、御手洗委員、お願いいたします。 

【御手洗委員】  私も同じところで少しお伺いできればと思うんですけれども、「インタ

ーネットを通じた情報の漏洩を防止」と書いてあるんですけれども、何か危機管理という

大きい枠で見たときに、それ以外のこともかなりいろいろあると思うんです。情報漏洩だ

けではない、例えば、ハッカーが攻撃してくるとか。なので、あえてここに「インターネ

ットを通じた情報の漏洩」と意図的にこのリスクのみを書いた理由と、あとはその他のそ

ういったリスクという部分に関しては意図的に書かなかったとか、その辺りをお伺いでき

たらありがたく思います。 

【中尾博物館支援調査官】  事務局、中尾です。情報といったときに、もちろん紙媒体

の情報とかもございますので、こういったものの漏洩を防ぐということは確かにあるんで

すけれども、その場合は情報の盗難ということになってくると思うんです、物理的な持ち

出しになってくるので。そういったものも防ぐということは非常に大事だとは思うんです

が、ここでは、インターネットを通じた情報というのはデジタル媒体のものになっており

ます。ただ、おっしゃっていただいたように、博物館が持つ様々な情報にはアナログもデ

ジタルもある中で、インターネットを通じたというのがデジタル媒体のみになってくる。

さっきのハッキングに関してもインターネットを通じて行われるものですので、ハッキン

グに関してはここに含んでくるとは思うんですが、その辺りの情報漏洩という部分にアナ

ログをどのように含み込んでいくのかとかという部分に関しては、今御指摘いただいた部

分も検討していきたいなと思うところです。 

【御手洗委員】  ありがとうございます。 

【松田座長】  田中委員、お願いいたします。 

【田中委員】  田中です。実際に私も博物館に勤務していたとき、私の勤務館も含めて、

様々な個人情報の漏洩とかが、様々と言ったらあれなんですけれども、ありまして、結構

大ごとになってプレス発表とかということにもなったんですが、そのときには、もちろん

メールアドレスを開示してしまって、見せたくないのに見せてしまったということも当然

ありました。あとは、紙媒体での漏洩も実際にありまして、アルバイトさんの履歴書を間

違って別の人に送ってしまったとか、それもあったりしたので、それも結構大ごとになっ

てしまったというのもあります。 

 あと、最近、情報漏洩で言うと、過去に、これは博物館の事例ではないんですけれども、

USBを持ち込んで委託業者の人がサーバに差し込んでデータを抜いて持っていくというこ
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との漏洩が意外と多いという。ハッキングとかというよりも、むしろそちらのほうの情報

漏洩が多分民間企業も含め非常に多いと思いますので、確かにインターネットに限定しな

いほうがいいかなという感じはしました。 

 以上です。 

【松田座長】  御意見でした。要検討ということになりましょうか。事務局、どうぞ。 

【事務局（荒川）】  恐れ入ります。今、御手洗委員、田中委員からいただいた御指摘を

踏まえますと、情報の漏洩はインターネットを通じたものに限らない、紙媒体のものもあ

るので、「インターネットを通じた」という記載は不要ではないかという点と、また、それ

以外の危機についても規定したほうがいいのではないかということだったのかなと思うん

ですけれども、それ以外の危機であまり具体的に、私どもとしては、むしろハッカーによ

る攻撃なども最終的には情報の漏洩につながるのかなということと、また情報の保全の危

機につながるのかなというところで、これ以上追記をすることは想定していなかったんで

すけれども、何か、抜けているとか、追記したほうがいいものがあれば、御指摘をいただ

けたらと思います。 

【松田座長】  私の印象では、この第2項はやはりデジタルの話なんだろうなという気が

します。最初の質問にも重なるんですが、漏洩、すなわち外に出さないという話と、その

真逆の方向で、共有というか、外に置いておくというのが同じ項目に入っているわけです

よね。その二つを「するとともに」という文言でつないでいるんですが、もし情報の漏洩

をデジタルに限らないのであれば、この第2項を二つに分けるというのも手なのかなとは

思いました。 

 今日が最終検討回ですので、いたずらに作業を増やしたくないという思いも座長として

はあるんですけれども、一応思ったため、お伝えしました。この点はほかの委員の皆様方

の御意見もお伺いしたいところです。いかがでしょうか。 

【佐藤委員】  では、よろしいですか。 

【松田座長】  佐藤委員、お願いいたします。 

【佐藤委員】  今、座長がおっしゃられたように、ここには情報の漏洩というものと、

あと情報の保全というものの二つの目的があるので、それがちょっと分かりにくい、理解

がしにくいところなのかなと思うので、例えば、二つに分けるというのがもしかしたら一

番いいのかもしれないです。その目的に応じて、情報の漏洩、インターネットだけではな

くて、紙媒体での情報漏洩を防止するということと、あと、持っている情報とか記録を保
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全するという、その二つですね。両方、ちょっと意味合いが違うので、分けるというのが

一番いいのかなとは思ったんですけれども、そこはお任せしたいと思います。 

【松田座長】  ありがとうございます。 

 ほかの委員、いかがでしょうか。では、山崎委員、お願いいたします。 

【山崎委員】  参考までに、当社の情報漏洩に関する規定を共有させていただきますと、

メール誤送信やインターネットマルウェア等の、いわゆるネットワークに接続した状態で

の漏洩以外にも、まず紙資料の基本的な社外持ち出しは禁止です。重要情報が書いてある

紙資料を持ち出すときは、全て事前申請があります。あと、いわゆる端末、PC、これは盗

まれるのに限らず、横から見られるということはありますので、社外での例えばカフェな

どでの使用禁止です。それから、USBメモリ、CD－R等への書き出しも基本禁止、行う場合

は事前申請といった形がありまして、確かにネットワークに接続している状態以外での漏

洩ということが想定されて、いろいろなルールがつくられているという状況ですので、だ

から条文をどうするかとかという話ではないんですが、いろいろな可能性がありますとい

うことは共有させていただきます。 

 以上です。 

【松田座長】  山崎委員、情報共有をありがとうございます。様々な形での情報漏洩が

あるという具体例でした。 

 事務局、お願いいたします。 

【事務局（荒川）】  今御説明いただいたのを拝聴しながら考えていたことなんですけれ

ども、ある意味で、こういったことに気をつけましょうという項目はいろいろと出てくる

かとは思うのですが、この告示が博物館の望ましい基準であるということを踏まえると、

どういう状況が博物館にとって望ましいかということを記載していくことが必要で、あま

り点検項目の列挙というのはなじまないかなということを考えておりまして、第十七条の

第1項で、現状、「事故、破壊、盗難、災害、感染症のまん延その他非常の事態による被害

を防止するため」という、ここで記載している防止すべき被害の中にむしろ情報漏洩も含

まれるのではないかという気もしておりまして、先ほど田中委員がおっしゃったようなUSB

を持ち込んでの盗難、これもある意味でデータの盗難という意味では、盗難という記載が

ございますけれども、そこでも読むことができるのではないかという印象を持っておりま

す。 

 例えば「事故、破壊、盗難、災害、情報漏洩、感染症のまん延その他非常の事態による
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被害を防止するため」といった形で、そういった情報管理規定のようなものを設けるとか、

訓練を実施するとか、そういった形で第1項に組み込むのも一つの考え方かなと思ったと

ころです。いかがでしょうか。 

【松田座長】  多角的に対応できるようにする、という書きぶりになりそうでしょうか。 

【松本委員】  よろしいでしょうか。 

【松田座長】  松本委員、お願いいたします。 

【松本委員】  松本です。今、事務局から御説明があったようなまとめ方のほうが私自

身はいいなと思っていたところです。その代わりというのはおかしいんですけれども、こ

の第1項のほうに総体的な、全体的なところで入るということであれば、2行目の後半以降

の「館種等の特性を考慮しつつ、危機管理に関する手引書の作成」と「訓練の定期的な実

施」という、やたら具体的なところでの代わりに、これだけでいいのかという、危機管理

に関する対策としては何かあまりに手薄な感じがするんですけれども、何か、例えば研修

の実施とか、職員への周知とか、そういうところをもう少し書き込んで、この中に情報の

漏洩というものを含めて全体として規定するほうが、こういう望ましい基準の中での書き

方としてはいいのかなと思った次第です。 

 それとあと、それに関連して、ちょっと前に戻ってしまうんですが、25ページ、危機管

理には人員の問題もあると私は思っていまして、改正案の第十四条の第5項のところで、

「博物館は、専門性を有する多様な人材を実情に応じて確保するよう努める」の中に「デ

ジタル化、資金調達、また危機管理等の専門性を有する多様な人材を確保する」と、こう

いう人員面でも少し補強したほうがいいように、これと関連して感じたところです。 

 以上です。 

【松田座長】  松本委員、御提案ありがとうございました。人員に関する項目にも危機

管理は書き込んでもよいのではないかという点、それから、第十七条第1項のところですね。

では、事務局、お願いいたします。 

【事務局（荒川）】  今、松本委員から御指摘いただいた後半の部分につきまして、人材

の部分で危機管理の人材が必要ではないかという御指摘は、以前にもワーキンググループ

でいただいておりました。その際に、私どもの不勉強な部分かもしれないのですが、危機

管理人材みたいな形で職業としてされておられるような方がおられるのかどうかというと

ころがちょっと分かりかねて、その際には記載を見送ったところです。 

 こういった方を他のデジタル化、資金調達などはそれぞれファンドレイザーであったり
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デジタルアーキビストであったり、そういった職名で活動されておられる方はおられると

思うんですけれども、もし危機管理についてもそういった方がおられて、ここに記載する

ことでそういった方の確保が促進できるようであればよろしいかなと思うんですが、実際

のところ、いかがでしょうか。 

【松田座長】  では、御手洗委員、お願いいたします。 

【御手洗委員】  御手洗です。今御質問いただいた点に関して、全てに回答はできない

んですけれども、私は以前にIT企業に勤めていた背景もあって、特にこの第2項ですか、い

わゆるITだったりサーバ・ストレージだったりというものに関しての危機管理というのは、

IT企業の中にそういったものを考慮しながら御提案するというお仕事自体がありますので、

そこの点だけでお伝えすると、このデジタル化というのが25ページにあるかと思うんです

けれども、デジタル化を含むITに関する専門の人間というのは書いてもいいのかなと思い

ます。 

 一方で、火災とか自然災害という部分に関しての全般的なことに関してはちょっと私も

不勉強で、御提示できる事例というのはない部分もあるんですけれども、そう考えたとき

に、ここからは意見なんですけれども、今この第十七条の中にはそういった自然災害とか、

泥棒に盗まれるとか、物理的にそういった側面の危機管理という部分と、あとは昨今のICT

関連での危機管理というのもあって、そこも大きく分けられるかもしれないので、この1か

ら4の並び順とかも少し、もしかしたら前半にそういう物理的な自然災害とかを持ってき

て、一番最後の後半にこういうITに関する危機管理の望ましい姿というのが書いてあると、

もしかしたら読み手側はスムーズに読めるのかもしれないなと感じました。 

 答えの部分と意見です。以上です。 

【松田座長】  御手洗委員、ありがとうございます。このデジタル関係は、第十七条の

最後のほうに、まず上に物理的なものを持ってきて、デジタル関係は後ろにしたほうが構

造が分かりやすくなるんではないかという御提案でした。 

 事務局、お願いいたします。 

【事務局（荒川）】  今いただいた後半部分につきまして、実は事務局でも、第1項がも

ともと物理的なものを集めて、第2項においてICT関係を集めて、第3項以降は、いざ事故、

災害が発生した状況という形で並び順を考えておりました。 

【御手洗委員】  そうだったんですね。 

【事務局（荒川）】  はい。ただ、先ほど情報漏洩が物理的でもありICTでもありという
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御指摘があったので、もし情報漏洩をそういった両面あるものとして規定するのであれば、

第1項に持っていくほうがよろしいのかなと考えたところです。 

【松田座長】  田中委員、お願いいたします。 

【田中委員】  今、危機管理に関する手引書というのは、恐らく危機管理マニュアルみ

たいなものを想定されていると思うんですけれども、その危機管理マニュアルの中に情報

管理責任者とか、災害が起きたときの責任者といった感じで多分書かれていると思うんで

す、各館で。恐らく管理系なので、管理課長とか総務課長とかは多分充て職で名前が書い

てあると思うんですけれども、そんな感じで各館、危機管理マニュアルは整備しているの

かなという感じはしているのですが、確かに、私もうろ覚えなんですけれども、地震が起

きたときに、では誰が駆けつけるのかみたいところも危機管理マニュアルに書かれていて、

博物館から何キロ圏内に住んでいる人はまず真っ先に駆けつけるという感じで、誰が駆け

つけるか、それで駆けつけたときには誰が責任者になって指示するのかみたいな部分はマ

ニュアルに細かく書かれていたんですけれども、実際にその危機管理マニュアルがつくら

れていることと、それが守られるのはまた別問題で、日本でもありがちなんですけれども、

マニュアルはしっかりできているんだけれども、実際に動かないみたいなところがあると

思うので、その辺が多分後半のほうにそれを実行していくような訓練……、訓練はないの

か。 

【事務局（荒川）】  訓練はございます。手引書の作成と。 

【田中委員】  訓練はありましたっけ。定期的訓練か。というところが盛り込まれてい

ればいいのかなとは思いましたというのが一つ。 

 あと、先ほどもちょっとあったんですけれども、今、個人情報の取扱いはすごく大事に

なっていると思うので、博物館によってはプライバシーポリシーとかもちゃんとつくって、

ホームページで公開しているところもあるんですけれども、公開していないところも結構

いまだに多かったりするので、個人情報取扱規定とかプライバシーポリシーというのをち

ゃんとつくって公表するとかというところも大事なのかなとは、聞いていて思いました。 

 あともう一つ、結構具体的だなと思ったのは、第2項の「外部サーバの活用等による情報

の保全」というところも若干引っかかっていて、外部サーバというのは、データセンター

みたいなところにサーバを物理的に借りて、そこで保全するということだと思うんですけ

れども、先ほどのネットのサイバー攻撃とかを考えるのであれば、サーバを切り分けると

いうことで、ネット公開のサーバと情報の保全のサーバを多分切り分けているはずなんで



 -13- 

す。なので、外部サーバの活用でイコール情報の保全につながるというわけではなくて、

ネット公開のネットにつながっているサーバとつながっていないサーバに物理的に切り分

けると、多分情報の保全はできるようになって、そのようにやっているところもあると思

うので、あまり具体的に書かないほうがいいかなと思ったんです。 

 すみません。以上です。 

【松田座長】  田中委員、ありがとうございます。また幾つかの新たな論点が出てきま

した。 

 杉山委員、お願いいたします。 

【杉山委員】  すみません、福岡の杉山です。ミュージアムの運営にとっての危機とい

うのは、災害みたいに、博物館の外も中も非常時というときと、ミュージアム固有、ある

いは、あるいは館の中でしか起こっていないということの両方があります。一気に、突然

起きるものと、運営に対して日常的に危機的状況を及ぼすみたいな要素もある。設置の望

ましい基準とかに書くことではないかもしれませんが、先ほどの専門人材に関して危機管

理の専門人材という点については、実際、現場で頼りにしたものとして、カスタマーハラ

スメントに関することがあります。ミュージアムのフロントヤードにいる人たちに対する

カスハラは今、そんなに軽視していい問題ではなくなっているようなところもあって、そ

れも一つのミュージアムにとっての危機だと思うんですけれども、そういうところに対し

てどういう対応をとるべきかを示すことができる専門的な人材は供給されつつあるので、

人材方面でも危機管理と専門人材確保というところの結びつきというのはあるといいなと

は思いました。 

 以上です。 

【松田座長】  杉山委員、ありがとうございます。ということは、やはり人材のところ

で危機管理は入れ込んだほうがよいのではないかと私は理解いたしました。 

 お願いいたします、中尾調査官。 

【中尾博物館支援調査官】  ありがとうございます。危機管理に関しての人材の部分で

す。非常に様々な博物館における望ましい人材というのがたくさんあって、そういった例

示を書いていっているところではあります。危機管理に関しても、この条文に合わせて、

必要ではないかということの御指摘だと思うんですけれども、例示に関しては、どんどん

増やしていくという話にはなかなかならない部分があって、どうしても代表的なものを入

れて「等」という形でくくっていっているところはあります。 
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 それと併せて、リスクマネジメントに関しては、誰か一人専門家を置いてというのは非

常に望ましいとは思うんですけれども、そうではなくて、館内でのリスク対応体制の構築

というところが大切だと思っています。館内での訓練とか、手引書の作成というのは、ス

タッフ全体がチームとして動いていってリスクに対応していくという部分が実態として存

在しますし、いわゆるデジタルの専門家とか、資金調達の専門家とか、そういった方がリ

ーダーシップを取ってやっていくという形ではなく、危機管理に対応する体制としてつく

ることのほうが重要なんだと思っています。そういった部分で危機管理の人材を加えると

いうのは、できないこともないんですけれども、果たして望ましい形なのかどうかという

部分と、この例示にあえて入れるぐらいの重さがあるかどうかという部分は、少し検討が

必要かなとは思っております。 

【松田座長】  ありがとうございます。 

【松本委員】  よろしいでしょうか。 

【松田座長】  松本委員、お願いいたします。 

【松本委員】  今の事務局からの御説明で十分分かる部分はあるんですが、私が一つ強

調したかったのは、今後の博物館界の在り方を示す意味でも、あらゆる面で危機管理がこ

れまで弱過ぎると思うんです。先ほど杉山さんからも御指摘があったように、いろいろな

問題が実は現場では起こっているのに、それを内部的に処理し得ないと、あるいは内部の

人材だけでは客観的な視点を持ち得ないとか、対外的にどうしたらいいか。それこそ企業

危機でよく不祥事を起こして、記者発表をして平謝りで謝って、これは危機管理がうまく

いった、いかないとかというのもあるのと同列とは言わないんですけれども、実は博物館

の中で今後犯罪的な行為も含めて、この危機管理の点というのは非常に大きなポイントに

なると私自身は考えているので、あえてそこは加えるべきではないかと。本当を言えば、

先ほど言ったように、講習の必要性とか、この危機管理の面に何とかもう少し目を向けて

いただけないかなという気持ちで申し上げた次第です。 

 以上です。 

【松田座長】  松本委員、ありがとうございます。人材のところに危機管理を「等」で

はなく追記すべきだということで、その理由とともに御説明いただきました。 

 この人材のところに追記するかと、もう一個、第十七条をどうするかという点が今ある

わけですが、どうしたものか。 

 半田さんですか、これは。お願いいたします。 
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【中尾博物館支援調査官】  事務局ですが、今、半田さんからチャットが入りましたの

で、読み上げさせていただきます。 

 「第十七条は、情報漏洩防止については第1項で扱い、博物館の危機管理が多様化してお

り、それらに対する対応の重要性を書き込めないかと思いました。2項は、情報保全に関す

る項として独立させたほうが分かりやすいように感じます」という御意見でした。ありが

とうございます。 

【松田座長】  半田委員、ありがとうございます。 

【中尾博物館支援調査官】  引き続いて事務局から。この第1項、第2項の問題です。確

かにおっしゃるとおり、第1項と第2項に分けていくという案も検討していきたいとは思う

んですけれども、お話を伺いながら考えておりましたのは、第2項の部分です。情報の漏洩

と情報の保全という部分が一つにまとまっていることで少し分かりにくい条項になってい

るということからこの議論はスタートしていると思っています。そういった部分で、「イン

ターネットを通じた情報の漏洩を防止するとともに」、あるいはその前に枕をつけて、「災

害等に備えて、デジタルアーカイブを含む」云々に繋げて「情報の保全に努めるものとす

る」とすると分かりやすくなるのかなというのも一つあるかなと思っております。 

 それと、田中委員からいただきました、館外での外部サーバの活用というのが具体的過

ぎるのではないかということなんですけれども、こちらの主眼としておりますのは、先ほ

ど申し上げたように、館内でのサーバ等が被災するというリスクに関しての回避策です。

そういった意味では、「外部サーバの活用」と具体的に書かずに、例えば「館外でのデータ

保存」とか、そういった書きぶりもあるのかなと感じたところでした。 

 以上です。 

【松田座長】  ありがとうございます。私も、「災害に備えて」をデジタルアーカイブの

前に入れるということは賛成です。情報の保全が言わばバックアップ的なものになるとい

うことが分かりやすくなると思いました。 

 お願いいたします。事務局です。 

【事務局（荒川）】  今、松本委員、半田委員からいただいたものを踏まえまして、第十

七条の第2項については中尾のほうから御提案させていただいたんですけれども、第十七

条の第1項については、今列挙されているものの後に、「事故、破壊、盗難、災害、感染症

のまん延、情報漏洩その他非常の事態による被害を防止するため」とさせていただいた上

で、「資料や立地、館種等の特性を考慮しつつ、危機管理に関する手引書の作成」のみに今
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はなっているんですけれども、こちらについて、周知や公表が必要ではないかということ

がございましたので、「危機管理に関する手引書の作成及び周知」、また研修が抜けている

のではないかという御指摘がありましたので、「関係機関と連携した研修及び訓練の定期

的な実施その他の十分な措置を講じるよう努めるものとする」と仮にした場合には、おお

よそ御指摘いただいている内容に応えるものとなっておりますでしょうか。 

【松田座長】  そのような印象を受けております。今の方向性で私はいいかなと思いま

した。ほかの委員の方々も、意見があればお願いいたします。1点だけ、ごめんなさい。「危

機管理に関する公表」でしたか。 

【事務局（荒川）】  「作成及び周知」と。 

【松田座長】  「周知」ですよね。それであれば納得できます。文言にはひょっとした

ら微調整が入るかもしれませんが、今、事務局の荒川さんより御提案いただいた方向性に

関しては委員の皆様、御賛同いただけますでしょうか。 

 はい。 

【事務局（荒川）】  ありがとうございます。また、第2項につきまして、「情報の漏洩」

を第十七条の1項に持っていくに当たり、中尾から御提案した枕言葉をつけるのに加えて、

もしかすると「情報セキュリティを講じるとともに」のような情報の保全に関するICTの留

意事項を加えることも一案かと思いました。こういった形でこの第十七条の第1項と第2項

については修文を検討させていただき、座長と御検討させていただいてもよろしいでしょ

うか。 

【松田座長】  よろしいでしょうか、皆様。 

 では、その方向で進めたいと思います。 

 この情報ではなく、危機管理以外の点につきましては、いかがでしょうか。今、危機管

理に我々は集中的に意識を向けておりましたが。 

【田中委員】  別の項目でもいいですか。 

【松田座長】  はい、お願いいたします。田中委員。 

【田中委員】  では、すみません、別の項目で、26ページの人材の養成及び研修の第4項

のところで、「博物館は、大学等と連携し」、これは入れ込んでいただいたほうがいいと思

うんですけれども、「実習等を希望する学芸員養成課程の学生を積極的に受け入れるなど、

学芸員の養成に努めるものとする」という、この「など」の中には、文化庁で示している

博物館実習ガイドラインの中には実地の見学とかも多分含まれると思うんですけれども、
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そのこともこの「等」の中に含まれているという理解でよろしかったんですよね。 

 そのことについてなんですけれども、結構な確率で学外見学を断られることが多くて、

これをつくっても、本当に望ましい基準なので守られない、努力義務みたいな感じは分か

るんですけれども、学芸員養成課程でバックヤードの見学とかを申し込むんです。バック

ヤードの見学というのは博物館の裏側の機能ですけれども、非常に重要なところで、トラ

ックヤードから資料がどのように入ってきて収蔵庫に収まって薫蒸して、それがまた収蔵

庫から展示室に流れてとか、あとは写真撮影場があったりとか、テキストでは説明するん

ですけれども、学生にはその辺を実地で見てほしいんです。それで、博物館実習の学生を

連れていくので、バックヤードを含めたそういった見学をさせてもらえませんかと言うと、

セキュリティを理由に断られるんです。セキュリティ上ちょっと見せられませんので、大

学さんのそういうのは全部断っていますと言われるんです。 

 有名なところで言うと、博物館法の範疇にはない某有名博物館とか、あとは都道府県立

レベルで言うと、指定施設になっている美術館とか、あとは最近新しくできた某県のC博物

館、有名建築家が建てた某市の博物館も、お願いしたら、セキュリティを理由に断られま

して、これってどうなんだろうと。セキュリティを理由にというのは、それは大体その3館

ともそれを理由に断られたんですけれども、それで一律お断りしています。 

 それは、セキュリティに本当に不備があって見せたくないのか、それを見せることによ

って盗難を防止するために見せないのか、あとは、そもそも忙しいから、一回一大学を受

けると、ほかの大学もわっと受けに来るから、忙しくてもう大変になるから受けないとい

うことにしているのか、この3つのどれかかなと思っているんですけれども、ここで「実習

等」というものに含まれるんですけれども、できれば「実習や見学等」にしてほしいなと。

それでも拘束力は全くないと思うんですけれども、多少なりともそのように書いていただ

けると、望ましい基準にこのように書いてあるので、受入れをしていただけませんかとい

う交渉もこっちとしてはできるので、非常にありがたいなと思います。切実な願いです。 

【松田座長】  中尾さんから、いかがでしょうか。 

【中尾博物館支援調査官】  事務局、中尾です。個々の博物館で事情があろうとは思い

ますので、ここでそれぞれの博物館のことについては言及しづらいんですけれども、ただ、

この第4項に関しては、今回新設しております。そういった形で博物館と大学、大学は抜け

ていましたけれども、こういった学芸員養成課程の学生というものの養成に関しても博物

館がしっかりと協力していくんだという部分で書き込んだ項でございますので、「実習や
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見学」というのは十分に検討できる範囲であるかなとは考えております。ありがとうござ

いました。 

【田中委員】  では、すみません、ちょっと補足で。全部断られているわけではなくて、

私ももちろん見せていただける館もたくさんありますので、そういったところももちろん

あります。 

【中尾博物館支援調査官】  私も前職の経験上、見学等の依頼は断ったことないです。 

【田中委員】  私も博物館にいたときは、極力受けるようにはしていたので、いろいろ

な大学から全国から来て、もちろん忙しかったんですけれども、どうしても合わないとき

はお断りしていましたけれども、そうでない場合は極力受けて、バックヤードも含めて全

部見せていたりしていました。 

【松田座長】  補足も含めて、ありがとうございました。 

 そのほか御意見、御質問はございますでしょうか。佐藤委員、お願いいたします。 

【佐藤委員】  先ほど危機管理の話をしているときにふと思ったんですけれども、我々

は特に特殊な館なので、いろいろと面倒なことが起こるんですけれども、その中で一つ大

事なのが、法令ですかね。関連する法令というのがいっぱいあって、特に消防法とか、あ

と水産関係の法令とか、環境に関する法令とかとすごくいっぱい関わってくるんです。何

かそういう博物館法以外の法令に関する遵守とか、あと条例ですね。青少年に関する条例

とかといろいろ都道府県にあると思いますけれども、そういうものに関して、従うのは当

然なので、ここに書く必要はないのか、どこかに何かその留意すべきということを書く必

要があるのか、そこを知りたいなというのと、あとは、それにまた関連するんですけれど

も、先ほどの危機管理の人材というところで、例えば消防法であれば、消防法で必要な人

材というのは規定されているんですよね。防火管理者とか防災管理者とかは、その施設の

規模とかによって決められているので、それを遵守することである程度その人材が担保さ

れるということもあると思いますので、ちょっとそこが気になったかなという、そこが1点

です。 

 あともう一つ、参考なんですけれども、我々のところはかなりの集客施設なので、法律

だけでは足りないという現状がありまして、一番特に気にしているのはテロなんです。最

大で2,500人が一つの施設の中に入るので、テロというのをすごく警戒していて、我々の管

理している財団の中に防災危機管理室という部門を設けて、警察OBとか消防関係のOBとか

を集めてそういう室をつくりまして、そこが随時査察をしたり、施設を検査しながら運営
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しているんですけれども、それによって法律ですごく細かく規定されているのに気づいて

いないことが多いので、法律に関する言及が僕は必要かなと思ったんですけれども、その

辺だけ、意見を伺えれば。 

【事務局（荒川）】  事務局から失礼いたします。法令遵守について、以前のワーキング

グループでも御指摘をいただきまして、26ページの第十五条、人材の養成及び研修のとこ

ろで、3項を新設させていただいておりました。「博物館は、その職員に、当該博物館の事

業に係る条約及び法令並びに当該博物館が自ら策定又は選択する倫理規程及び行動規範等

を周知するよう努めるものとする」という書きぶりをしておりまして、法令遵守自体は当

然していただくべきものであるということから、規定することはなじまないんですけれど

も、それを職員に周知徹底していくというところは、人材の養成及び研修の一環として必

要なことであろうということで、ここで法令や倫理規程などに言及させていただいたとこ

ろです。ですので、その意味では、法令に関する遵守と周知というところはここで担保で

きている部分かなと思っております。 

 今御紹介いただいた警察OBや消防OBの方々の参画というのも、ある意味で先ほど御意見

をいただいておりました危機管理の人材の実情に応じた確保という意味でも非常にぴった

りな実例だなと拝聴しまして、その意味でも、先ほどの第十四条の第5項については、「危

機管理の専門性を有する多様な人材」というところで追記をさせていただきたいと存じま

す。 

【松田座長】  佐藤委員、よろしいでしょうか。 

【佐藤委員】  はい。 

【松田座長】  ありがとうございます。 

 そのほか、よろしいでしょうか。今回の改正点、また検討した結果、改正しなかった点

については、ではそろそろ締めさせていただきます。といいましても、ここからは望まし

い基準全体についてということになると思います。これはもうそのまま、事務局の説明な

しで進めてもよろしいでしょうか。 

 前回からの修正点を今我々は検討したんですが、この望ましい基準については最後の検

討となりますので、全体について御質問や御意見があればお願いいたします。この資料2、

また資料1の両方を使いながら、この最後の機会ですので、気になった点があれば御指摘く

ださい。 

 半田委員でしょうかね。また、すみません、事務局、読み上げていただいてもよろしい
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でしょうか。もう時間だから退出ということですか。 

【事務局（荒川）】  そうですね。 

【松田座長】  半田委員は時間でございますので、これで退出となります。半田委員、

ありがとうございました。 

 では、残った委員の皆様、いかがでしょうか。 

 私から手続について質問です。パブリックコメントをかけるということでしたが、その

スケジュールを教えていただけますでしょうか。 

【事務局（荒川）】  まだ具体的なスケジュールは定まっているものではないんですけれ

ども、本日このワーキンググループの最終案を取りまとめていただいた後、文化施設部会

に御報告をいただきまして、並行して法令審査を進めてまいります。その意味で、他の法

令との並びとか表現について修正をさせていただくことがあるかと存じますが、御理解い

ただければと存じます。その後、パブリックコメントにかけさせていただいて、そこで御

意見を一般の方々からもお受けした上で告示の改正という手順となります。 

【松田座長】  御説明ありがとうございました。 

 まだまだ踏む手続は幾つか残っているんですが、とはいえ、このワーキンググループの

中で検討する最後の機会でございます。全体は多岐にわたっておりますので、改めて全て

見返すのは少し時間がかかるかもしれませんが、そういえばこの点について指摘したけれ

ども、とうなったかなとかという点がございましたら、お願いいたします。 

 田中委員、お願いいたします。 

【田中委員】  危機管理のところで、また戻ってしまって申し訳ないんですけれども、

一つ思いついたというか、最近、これは国内に限らす国内外で非常にSNSの発信に伴う炎上

が博物館でも問題になっていて、かなりその炎上対策に追われるという、または対策が後

手後手に回って博物館側が非常に窮地に陥っているというのは海外でも非常に見受けられ

るので、その辺の情報の保全もそうなんですけれども、発信に伴うそういった表現は分か

らないんですけれども、炎上の対策というのもちゃんと講じておかないと、非常に博物館

でそれで展覧会の発信で不適切な表現があるというので指摘されて炎上して、ポスターと

かチラシを差し替えたりとか、あとはSNSの発信を削除したりとかということも非常によ

くあるので、そういったところも何かどこかに盛り込んでおいてもいいのかな。 

 非常に大きな問題だと思いますので、そこの専門人材まではどうかは分からないんです

けれども、可能であれば、広報セクションとかがあって、その担当者がそういった対応を
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するとか。ただ、広報セクションだけに限らず、もう組織としてどのように対応するかと

いうところだと思いますので、その辺りの炎上対策というか、発信に対するそういった炎

上の危機管理というところもどこかに盛り込んでおいてもいいのかなとちょっと思いまし

た。 

【松田座長】  御指摘ありがとうございます。先ほど松本委員もおっしゃっていました

が、危機管理の在り方が多様になっているということにも重なる御指摘かと思いました。

それを文言としてどのように書き込むかですが、危機管理に関する手引書の中、この作成

及び周知よりももう少し特筆すべきということでしょうか。あるいはその中に含め得ると

いうことでしょうか。 

 事務局。この資料1でいうと、29ページの第十七条第1項に危機管理に関する手引書が出

てきましたよね。 

【事務局（荒川）】  すみません、座長から田中委員のほうに。 

【松田座長】  では、田中委員。危機管理に関する手引書の作成、それから、先ほど事

務局でこれに周知を足したらということでしたけれども、情報発信に伴う……。 

【田中委員】  「に伴う炎上」という言葉をここに入れてしまっていいかどうかは分か

らないんですけれども、何か適切な表現があれば。炎上、でもそれは事故なのかな、この

中で言うと。事故ではなさそうな感じがしますし。 

【松田座長】  第十七条の第1項では、足りていないと。 

【田中委員】  そうですね。足りていないかな。「その他非常の事態による被害」という

ところに全部含まれて、先ほどのテロ被害も多分ここに含まれると思うんですけれども、

その情報の漏洩だけでなくて、発信に伴うリスクというのは非常に大きくなっているので、

結構今はその炎上というのはずっとログが残って、いまだに検索するといっぱいいろいろ

なものが出てきて、非常にミュージアム側にとっては不利な状況になっているということ

と、あと、炎上対策をして解決したんだけれども、その前のことがずっと残って、ミュー

ジアム側に不利な情報しか残っていないと、炎上でたたいた人というか、その人の意見が

非常に支持されて、そっちの情報だけ残って、いまだにミュージアム側にとっては不利な

状況が続いていて、あの炎上事件はミュージアム側が悪かったんですよねみたいな感じで、

いまだに学生のレポートで書かれたりとかもするので、その辺は非常に重要な危機管理案

件になっているのかなという感じはしているので、どこかそういった危機管理に関する手

引書の中にも含めるのはいいかもしれないんですけれども、ここだとそれが読み込めない
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かなという気がしたんですけれども。 

【松田座長】  御手洗委員、お願いいたします。 

【御手洗委員】  ありがとうございます。博物館・ミュージアム系ではなく、自分が過

去に所属していたところでそういった炎上を含むリスクに関して対応したことがあって、

今、田中委員がおっしゃっていたような事例が起きたときには、弁護士さんも含めた法的

な対応をする方もいるし、広報の対応をする方もいるし、経営層もということになるので、

特定の誰かという形ではないので、本当に体制として持っておくというのが大事かなとい

うのが1点。 

 あと、また先ほどの第十七条の「インターネットを通じた情報の漏洩」というキーワー

ドだとカバーし切れないなと思うので、先ほど荒川さんがおっしゃっていたように、情報

セキュリティという少し大きめな範囲でくくれば、ある程度今言ったような炎上の部分も

含めてカバーできるかなと感じました。 

 あと、もうちょっと俯瞰して見たときに、私が不勉強というか、あまりにも離れたとこ

ろから今回参加させていただいているというところもあるので、この人材といったときに、

望ましい博物館の体制図というのが何かあるのかどうかという、例えば企業とかだと、何

となく、どんな企業も同じような体制図があるんですけれども、博物館とミュージアムに

おいて、ある程度統一した、館長がいてとかというのは想像がつくんですけれども、その

配下の体制図みたいなもので、これがテンプレートとかオーソドックスだよみたいなもの

があると、人材の項目で一番最後に、特に特化した専門の人材を置いてくださいというの

が、第十四条の第5項に書いてあるのが、よくあるというか、デフォルトの体制図に対して、

特にこの第5項に書かれているような役割を、専門性を有する人材は特に設置するといい

という書き方をしていただくと理解しやすいのかなという、ちょっと意見というか、感想

に近いものになります。 

 以上です。 

【中尾博物館支援調査官】  すみません。事務局、中尾です。今の御意見は、私も第十

七条を見直していて、危機管理に関する手引書とつながるんですけれども、危機管理体制

の構築が結構大事なのかなと思っておりました。私自身、思い返すと、館内に危機管理の

体制表はあるんです。避難責任者は誰でとか、資料の保全担当者は誰でとかというのは作

っていたので、こういったものを作っておくというのはすごく大事な部分なのかなと思い

まして、そこは追記しようかなと考えていたところでした。ありがとうございます。 
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【松田座長】  あと、御手洗委員から質問のありました博物館の体制についてはいかが

でしょうか。 

【事務局（荒川）】  博物館の望ましい体制図があるというか。 

【松田座長】  組織図ではないですけれども。 

【中尾博物館支援調査官】  博物館の望ましい体制図は、危機管理体制の……。すみま

せん。御手洗委員の御意見は、危機管理に対応する体制図ということではなくてですか。 

【御手洗委員】  さらに上の、本当に俯瞰したときに、館長がいて、副館長がいてとい

う、ごめんなさい、素人過ぎて。 

【中尾博物館支援調査官】  それは人員体制図として持っているところも多いと思いま

す。 

【松田座長】  存在するんですが、過去、法律の中であるいは施行令とかでは当然そこ

は規定していない。博物館には動物園とか水族館も含まれますので、体制は一律になって

いないという理解でよろしいですか。 

【中尾博物館支援調査官】  そうですね。フォーマットとしては示しておりませんけれ

ども、これは役所でも何でもそうですけれども、組織体制図というのは、様々な形はある

かもしれませんけれども、大体見れば分かる形にはなっているので、フォーマットをお示

しする形が必要かどうかという部分も含めて、検討は必要かなとは思っております。 

【御手洗委員】  ありがとうございます。 

【松田座長】  御手洗委員、よろしいですか、今ので。 

【御手洗委員】  はい。ありがとうございます。 

【松田座長】  田中委員の質問に端を発したものですが、では事務局、お願いいたしま

す。 

【事務局（荒川）】  先ほど田中委員からいただいた炎上なんですけれども、法令上「炎

上」と書いてしまうと、本当に燃え上がっているということしか含意することがちょっと

難しいかなと思っていまして、何か具体的に、その問題の本質といいますか、中には実際

に差別的な内容を発信すれば、それはそれで博物館の側に責めがある部分もあろうかと思

いますが、その炎上の問題の核心がそもそもの内部的な発信の内容に対するチェックが不

足しているということなのか、あるいは館外からの誹謗中傷のようなものに対してきちん

と対応できていないということなのか、炎上対策というだけだと書きにくい部分がありま

して、何か言い換えがもし可能であれば、別の角度から検討ができるかなと思ったところ
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です。 

【松田座長】  そうですか。多分、恐らく今までも出てきたと思うんですが、「情報発信

に伴う情報セキュリティポリシーの策定と体制の構築」といったところかなと思うんです。

正しい情報発信と、それの館内統制がちゃんと取れていて、「情報セキュリティポリシー」

のような名前になるのかもしれませんが、そういったものに基づいてちゃんと情報発信し

ていますよということが多分できればいいと思うので、そういったポリシーの策定と体制

の構築について何か書けるかなという気がしました。 

【山崎委員】  よろしいでしょうか。 

【松田座長】  山崎委員、お願いいたします。 

【山崎委員】  一般に炎上というものを一般用語で言いますと、風評被害ということだ

とまず思います。これをさらにリスクという面で言うと、一般にはレピュテーションリス

クという言い方を民間だとします。レピュテーションリスクはSNSだけではないです。自社

の社会的評判が低下するリスクということです。外から見たときの言い方だと思います。

では、社内で勝手にSNSに変なことを上げるなみたいな話は、これは普通は服務規律、つま

り社員の就業規則に書いてあるような服務規律として通常は規定されているんではないか

なと思います。 

 以上です。 

【松田座長】  山崎委員、ありがとうございます。情報提供もいただきました。 

 中尾調査官、お願いいたします。 

【中尾博物館支援調査官】  すみません。この望ましい基準自体が、やってはいけない

ことを羅列するものではなくて、こういったものに対応するための望ましい姿というのを

描き出すためにつくっているというのが前提としてあるということをまず御理解いただき

たいと思います。そのうえで今、田中委員からいただいています炎上対策という部分は、

炎上してはいけませんよと書く性格のものではないというところで、大事なのは、炎上に

至る不適切な発信をしないことなのかなと思っております。 

 そういった部分で、改正案の第十条のところに情報発信、広報等という項があるんです

けれども、こちらの中に、望ましい広報について、「望ましい関係を構築するため、その活

動についての情報発信及び広報の実施に努める」とかという望ましい姿を書いてあります。

ここに、不適切な発信をしないようにしましょうということも望ましい形として、もしか

すると書き加える余地があるのかなと思ったところです。危機管理とするには、危機が起
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こった後の話ではなく、そういったことが起こらないように情報発信に気をつけましょう

という部分ですので、第十条の情報発信、広報等に含めるのもありなのかなというのを少

し考えていたところです。 

【松田座長】  ありがとうございます。ちょっと文言化が難しい点ですが、私は個人的

には、御手洗委員が先ほどおっしゃった情報セキュリティの中に包含できそうな気がした

んですけれども、確かに第十条の中に書くという手もあるのかもしれません。この辺りも

恐らくこの場では結論が……。杉山委員、お願いいたします。 

【杉山委員】  すみません。これは文化施設部会ということで、恐らく劇場の関係者の

方も親委員会にはお集まりだと思うんですけれども、ミュージアムあるいは劇場、コンサ

ートホールとかのレピュテーションリスクの中で、一つ大きいのは、施設の本体側、博物

館で言ったら博物館職員以外にも、施設を利用して、興行や催事を開催する主催者さんと

いう存在があって、主催者発信に対して炎上が生まれてしまうということもある。また、

ミュージアムでいえば、展覧会運営スタッフである監視さんにこういうことを言われたん

で腹が立つんだみたいな、施設側に瑕疵がなくても、施設を巻き込むようなかたちで炎上

してしまうというのは実際には起こっています。 

 なので、その望ましい基準の中でどうこうということではないかもしれませんが、文化

施設特有のレピュテーションリスクということに関して、少し意識してみるとか、話題に

してみるということは必要なのかなと思いました。 

 以上です。 

【松田座長】  杉山委員、ありがとうございます。 

 田中委員から最初の問題提起があった、情報発信に伴うリスクをどのように書くか、幾

つかの方向性は示されたと思います。恐らく本日のワーキンググループで結論を導き出す

ことは難しいかと思いますが、皆様からお示しいただいた論点、また方向性を基に、この

後事務局で検討していただいて、また座長預かりという形で対応させていただければと思

います。よろしいでしょうか。 

 田中委員、本当に重要な御指摘をありがとうございました。 

 そのほか、全体を通しまして、最後に気になった点があればお願いいたします。 

【田中委員】  よろしいですか。 

【松田座長】  田中委員、お願いいたします。 

【田中委員】  すみません。今まで何回も議論を重ねてきて、この後また微調整をして
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親部会に上げていくと思うんですけれども、その後、この望ましい基準の周知の仕方とい

うか、どのように全国の博物館、美術館に周知していくのかというところと、よくガイド

ラインとかをつくるところまでは委員会で頑張るんですけれども、その後が周知されない

とか、守られないとか、あまり知らなかったとか、参照しないとかということもよく起こ

るので、その辺りはどのように周知して、その後、できた後の周知方法を含めて、その辺

りというのがもしあればと思うんですけれども、中尾さんが全国都道府県を行脚して説明

をしていくということも限界があると思いますので、どのようにされていくのかなという

ところが少し気になりました。 

【松田座長】  事務局、何か現時点での見通しはございますでしょうか。 

【事務局（荒川）】  そうですね。まずは、かなり事務的なお答えになってしまうんです

けそれども、法改正等を行った場合には、施行通知を発出しておりまして、本件について

も各都道府県教育委員会を通じて各登録博物館指定施設に情報共有をいただく予定です。

その上で、先ほど中尾の名前も出たんですけれども、文化庁のほうで行っている研修や会

議等がございますので、そちらでも周知を図っていく予定です。 

【田中委員】  過去にもいろいろ文化庁さんでガイドラインとかをたくさんつくられて

いると思うんですけれども、例えば収蔵庫に関するガイドラインとかでも、地下に造らな

いほうがいいと書いてあるんですけれども、でも思い切り地下に造っているところが結構

いっぱいあって、うちの浜松市にも、公立博物館の地下に収蔵庫があって、しかもハザー

ドマップで浸水地域になっているので、明らかに危ないんですけれども、そのように守ら

れていなかったりとか、そういったところもあるので、せっかくガイドラインをつくった

のに、守らないところが結構多いので、その辺りはどのように周知していくのかなという

ところ。多分、法律は通知で通じて行くと思うんですけれども、通知で来て、関係部署か

らまた転送されて博物館のところには行くとは思うんですけれども、それでおしまいにな

ってしまうと、またそのようなことが起こってしまうことがあるので、その後のフォロー

アップというか、そこは中尾さんがまた個人的に……。 

【中尾博物館支援調査官】  ありがとうございます。そこは組織としてフォローを考え

ていきたいと思います。 

【田中委員】  組織としてやっていただければなと思います。 

【中尾博物館支援調査官】  事務局、中尾です。私も講演等を受ける場合もあるんです

けれども、基本的に法改正とか、登録制度が新しくなった際というのは、自治体職員とか
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博物館向けの説明会も開いております。こういったものを外部に委託して進めている部分

もありますけれども、今回の告示に関しましても、そういった説明会の機会等を検討して、

できるだけ広く御理解いただけたらなとは思っております。これから検討させていただき

たいと思います。 

【田中委員】  分かりました。 

【松田座長】  ありがとうございます。また、学会とか日博協さんとかとも何かイベン

トとかをされて、そこで中尾さんの登壇になるかもしれませんが、そのような形での周知

もなされると良いなと感じました。 

 再びこの基準の案文につきまして、全体を通して御意見や御質問があればお願いいたし

ます。 

 大体出尽くしましたでしょうか。よろしいですか。 

【中尾博物館支援調査官】  一つ、私のほうからいいですか。 

【松田座長】  お願いいたします。 

【中尾博物館支援調査官】  すみません。先ほど炎上対策の議論のときに、情報発信、

広報等で不適切な発信をしないといったことも検討してもいいのかなという話を差し上げ

たところなんですけれども、もう一つの観点として、こちらに漏れていたかなという部分

が個人的にはありまして、信頼性の高い発信をすることです。実は、博物館の中でも少し

前に話題になったんですが、誤った情報をデジタルアーカイブとして発信していたりとか

ということがあったんです。 

 これは登録博物館に限るというか、登録博物館に向けての望ましい基準ですので、基本

的には専門の学芸員がいるという中で、それはなかなか起き得ないことだとは思うんです

けれども、博物館の発する情報、また展示する内容という部分が信頼性を損ねてはいけな

いという部分がありまして、信頼性と安全性を持った発信をしていくという部分は非常に

大事な部分だと思っています。その辺りに関して少し検討してみたいなと今お話をしなが

ら考えていたところではあったんですけれども、それだけ、また少し御意見をいただけた

らうれしいなと思っております。 

【松田座長】  情報発信については、第十条になるんでしょうか、信頼性のある発信が

必要だという点を盛り込めないかということでした。 

 この信頼性と安全性という文言を何とか入れたらと思うんですが、20ページになります

かね、これは。私が見ている第2項なのかなという気はするんですけれども、前項の業務を
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実施するに当たっては、工夫をし、また安全性、信頼性のある……。 

【事務局（荒川）】  事務局内部で返事をするのもなんなのですけれども、すみません、

よろしいでしょうか。 

【松田座長】  いえいえ、お願いいたします。 

【事務局（荒川）】  正確な情報の発信に関する記載として、15ページの改正案第七条の

展示に関するところで、「確実な情報及び研究に基づく正確な資料を用いること」というの

が既にその展示の際の留意事項として記載されているところです。第十条の情報発信、広

報というのは、そういった資料に基づく内容も含まれるところではあるのですが、その館

についての活動のPRといいますか、必ずしも資料の説明ですとか、資料の展示解説とはま

た違った様々な形での編集が行われているものだと考えると、この第七条のところで記載

している確実性、正確性の記載だけでも足りるのではないかなと考えたところです。 

【松田座長】  この第七条は展示等となっていますが、今のは、展示しない所蔵品につ

いての情報発信もこの第七条でカバーできるという御説明でしょうか。 

【事務局（荒川）】  展示の中には、デジタルアーカイブで公開しているようなケースも

考えられるかと思いまして、その意味では、デジタルアーカイブの記載に正確なものを用

いるといったこともここから含意できるのではないかと考えた次第です。 

【松田座長】  なるほど。御説明ありがとうございます。 

 委員の皆様、いかがでしょうか。信頼性ある、また安全性ある情報発信、あるいは資料

についての情報発信ですね。 

【中尾博物館支援調査官】  いいですか。 

【松田座長】  お願いいたします。 

【中尾博物館支援調査官】  すみません。事務局、中尾です。何か文化庁内で、事務局

内でラリーをしてしまっていますけれども、この場でしっかりとこれを詰めていっている

ということで御理解いただけたらと思いますが、今、荒川のほうで言っていただいたよう

に、展示のほうにこのような「確実な情報及び研究に基づく正確な資料を用いること」と

いうのが第七条第1項の第一号に出ております。あわせて、第七条の中には、第1項の第八

号で、結局その展示に来られない方に向けて、インターネットを活用した展示や解説等を

行うというのがありますので、これを受けて、この二つをセットに考えると、そういった

正確な情報に基づくものが発信されていきますよという部分なので、（無理に追記しなく

て）よいのかなと私自身は思ったところです。 
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 ただ、先ほど私が申し上げたのは、そういった信頼性、安全性という部分が結構学校教

育とか学習の場でも求められているという背景がある部分です。そういった意味では、情

報発信、公開以外にも、第九条の学習機会の提供及び創造的活動的な部分への支援、この

条項に入れるのも少し考えてはいたところです。何かというと、学校の先生たちが、特に

今GIGAスクール構想でタブレット端末が普及した中で、様々な情報素材を使って探究学習

を進めるわけなんですけれども、インターネット上での情報には、虚偽のものであったり

とか、誤解に満ちたものが入っていたりする。そういった中で博物館が発信する情報とい

うのは、教員の先生方にとっては、安心できる、信頼できる情報だということをよくおっ

しゃるんです。公的な機関である博物館が発信する情報である信頼性があるとは思ってい

ますけれども、それが担保されない状態になることは避けたいなと考えております。 

 なので、そういった内容を盛り込んでみたらどうかということを発言したところではあ

るんですけれども、さっきの第七条の第1項第一号、第八号をもってそれが担保されるので

あればいいかなというところがあるので、この辺についても皆さんから御意見があればい

ただけたらなというところです。 

【松田座長】  ありがとうございます。確かに第七条の第1項第八号で書いてありますね。 

 特に委員の皆様からはこの点については発言はないということで、第十条の中に信頼性

のある情報発信を書き込まずとも、第七条の第1項第一号並びに第八号をもって信頼性の

部分は、信頼性のあるインターネット上での情報発信はデジタルアーカイブを含めまして

担保されているということでよろしいでしょうか。 

 では、そのほかにつきましては、もちろん今の点でも大丈夫ですけれども、御意見があ

ればお願いいたします。大体よろしいでしょうか。 

 では、幾つか小さな宿題は残りましたが、大体全体をこれでこのワーキンググループの

中で細かく検討できたのではないかと思います。最後は微調整が必要な危機管理のところ

でしたね。また、危機管理の人材につきましては、座長預かりとして御一任いただき、事

務局と調整するということで進めさせていただければと思います。結果につきましては、

追って事務局より皆様、委員全員に対して共有させていただきます。 

 それでは、時間となりましたので、本日のこのワーキンググループでの議論は以上とい

たします。 

 この望ましい基準以外のことにつきましても、このワーキンググループでの検討となっ

ておりましたので、その点などにつきまして、事務局より事務連絡があればお願いいたし
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ます。 

【事務局（荒川）】  今、座長からお話がありましたとおり、この後、事務局のほうで案

文を修正させていただいて、部会に報告するものを整えさせていただければと存じます。

また、先ほども申し上げましたとおり、法令審査の観点で表現を微調整させていただくと

ころがあるかと存じますが、御理解いただければ幸いです。 

 次回のテーマとワーキンググループにつきましては、改めて御案内をさせていただけれ

ばと存じます。 

 事務局からは以上です。 

【松田座長】  ありがとうございます。 

 それでは、皆様方におかれましては、とりわけ集中的に夏の期間に、望ましい基準につ

いて最後の検討を進めていただきまして、ありがとうございました。 

 これをもって本日の第2期文化施設部会博物館ワーキンググループ第5回を閉会します。

本日はありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


